
2025年 12月 22日 

大東ガス株式会社 

 

「令和７年度電気・ガス料金負担軽減支援事業」による料金割引のお知らせ 

 

このたび、国（政府）による電気・ガス料金の負担軽減対策として、「令和７年度電気・ガス料金負担

軽減支援事業」が実施されます。 

つきましては、お客さまのガス・電気料金におけるご負担を少しでも軽減いただけるよう、当社でも本

事業の実施に最大限協力してまいります。なお、本事業による値引きにつきまして、お客さまご自身での

お手続きや当社へのご連絡は不要です。 

 

◆値引き単価および適用月 

〇ガス 

2026年 2 月検針分・2026 年 3月検針分：1㎥あたり 18.0 円（税込） 

  2026年 4月検針分：1㎥あたり 6.0円（税込） 

※割引例（1月あたり使用量 30㎥の場合の割引額（税込）） 

 

 

 

 

なお、大口契約のお客さまについては以下のとおりです。 

2026年 1 月検針分・2026 年 2月検針分：1㎥あたり 18.0 円（税込） 

2026年 3 月検針分：1 ㎥あたり 6.0 円（税込） 

（但し、年間契約量が 1,000 万㎥以上の企業様は対象外です。） 

※詳しくは、当社エネルギーソリューション課までお問い合わせください。 

 

〇電気  

 低圧契約のお客さま 

 2026年 2月検針分・2026年 3 月検針分：１kWhあたり 4.5 円（税込） 

2026年 4 月検針分：１kWh あたり 1.5 円（税込） 

※割引例（1月あたり使用量 400kWh【低圧】の場合の割引額（税込）） 

 

 

 

 

高圧契約のお客さま 

 2026年 2月検針分・2026年 3 月検針分：１kWhあたり 2.3 円（税込） 

2026年 4 月検針分：１kWh あたり 0.8 円（税込） 

 

 なお、本事業内容のお問い合わせにつきましては、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧い

ただくか、同事務局窓口へお電話くださいますようお願いいたします。 

電気・ガス料金支援｜経済産業省 資源エネルギー庁 

【お問い合わせ窓口（経済産業省資源エネルギー庁）】 

0120-013-305 平日 9:00～17:00 

 2026年 2 月検針分 

2026年 3 月検針分 
2026年 4 月検針分 

ガス料金 18.0 円×30㎥=540円 6.0円×30 ㎥=180 円 

 2026年 2 月検針分 

2026年 3 月検針分 
2026年 4 月検針分 

電気料金（低圧） 4.5 円×400kWh =1,800円 1.5 円×400kWh =600円 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

